
《お問い合わせ》

☎ 03(3578)2271、2270

「ＭＩＮＡＴＯフラッグ」は、安全で安心して楽しめる港区の夜を実現するため、区の

様々な取り組みに賛同・協力する意向を示してくださった事業者の方に、その証としてお渡

しする小さな旗（フラッグ）です。

フラッグをお店に掲げていただくことで、区を訪れる方に、まちの安全・安心のために協

力するお店であることが一目でわかるようになり、また、フラッグを掲げるお店が増えるこ

とで、安全・安心なまちのイメージアップに繋がります。

対象となる事業者

港区内において、午後８時から午前０時の夜間に（一部でも）

営業する店舗を設けている事業者とします。

賛同・協力の内容

○ 客引きを利用した営業は行いません。

○ 看板等を設置する際は、通行の妨げとならないよう配慮します。

○ ごみ出しのルールを守ります。

○ 各種法令を遵守するとともに、近隣の迷惑となる行為を行いません。等

申し込み方法

港区役所 防災課 生活安全推進担当

〒105-8511

ＭＩＮＡＴＯフラッグ
安全・安心な港区の夜を世界中の人に楽しんでもらうために

フラッグをお渡しした事業者については、区の観光イベントや、民間

企業等と連携した様々な広報媒体において、積極的にＰＲを行っていきます！

港区芝公園1-5-25

※法人経営の店舗で申込みをされる場合は、実際にその店舗の営業や従業員

を管理している店長等の責任者の方が申し込んでください。

港区電子申請ポータルからご申請ください。

（所要時間：約５分程度）

▲港区電子申請ポータル

▲お渡しする小さな旗（フラッグ）


